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日本は、国際的にみても、教育費の私的負担が

きわめて重い国である。しかし、教育費の家計負

担は常に限界であるといわれながら、大学進学率

は上昇を続け、家計の教育費負担も増大してき

た。こうした家計の教育費負担が日本の高い大学

進学率を支えてきたといっていい（矢野 1996; 金

子 1997）。しかし、今後は、現在のような経済不

況が続けば、こうした家計の重い教育費負担が続

いていくという保証はない。このことは全体の大

学進学率への影響もさることながら、とりわけ低

所得層の大学進学に影響を与え、教育の機会均等

の問題を深刻化する恐れがある。

こうした予想される事態に対処するためには、

何より教育費の家計負担やそれを軽減する奨学金

や学費免除などの学費援助の実態を明らかにする

必要がある。ここでは、データの利用可能な文部

省「学生生活調査」1996年から１）、大学進学を支

えている家計の教育費負担の実態を解明し、教育

費負担の問題を検討したい。

1. 教育費と学費の負担

教育に要する費用、すなわち教育費は、政府・

家計が分担するのが一般的である（大川 1983; 金

子 1994; 小川 1995）２）。教育費に対して、学費は、

教育費のうち学生や家計が支払う教育に対する対

価を指す。最も狭義には、学納金を指す３）。広義

には、学費には、学納金に加えて、さらに書籍代

など学習に要する費用を含める。さらに広義に

は、学費は学生生活を送るための生活費も含んで

いる。たとえば、家計の学費負担といった場合、

狭義の学費ではなく、広義の学費を指すことが多

い。このため、ここでは、狭義か広義か文脈でわ

かる場合には学費も用いるけれども、区別できな

い場合には、生活費を含めた広義の学費を学生生

活費と明示し、学費は狭義の学費を指すことにす

る４）。

学費に対して、教育費は学生や家計が支払う費

用という意味で学費と同じ意味の場合もある。し

かし、教育費には、もう一つの定義として先にあ

げたように教育に要するすべての費用という定義

があり、一般に学費は教育に要する費用の一部に

すぎないため、両者を混同することは避けなけれ

ばならない。特に、政府が負担する費用を含むの

か、学生や家計が負担する費用のみを指すのかは

明確にする必要がある。一般的には、学費という

場合には、教育に要する費用のうち、私的な負担

分を指す場合が多いので、ここでもこの意味で用

い、教育に要する費用全体に関しては教育費を用

いることにする。このように、ひとくちに学費と

いってもその用法や概念の意味するところに注意

する必要がある５）。

教育費の家計負担を軽減させるためには、低授

業料や奨学金などの政府による公的補助が必要で

ある。しかし、今日の公財政の逼迫の状況下で

は、教育に対する公的負担の増大はきわめて困難

であることも確かである。一方で教育費の私的負

担がますます重くなれば、社会的経済的に大きな

問題を生じさせる可能性が高い。このように、教

育費の負担をめぐって、大きなディレンマを抱え
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教育費の家計負担は限界か

た状況にある。

このような観点から、まず、教育費の公的負担

と私的負担について、実態を明らかにしたい。冒

頭にもふれた、日本の教育費の私的負担の重さを

いくつかのデータで確認しよう。OECD教育イン

ジケーターでみると、2001年の高等教育費の家計

負担の割合は、日本では57%で、日本より高い国

には、OECD加盟国では韓国の58％だけである

（OECD 2004: 243）。ヨーロッパ各国は数％から

25％程度である。

また、家計の学費負担の増大については、図表-

１のように、初年度納付金の平均と家計可処分所

得の比率の推移をみると、限界に達しているとし

ばしば言われながら、増大を続けている。特に、

国立大学については、一

貫して増大している。私

立大学についても、1980

年代後半にはいったん低

下する傾向がみられたけ

れども、その後は一貫し

て増加している。詳細は

紙幅の関連で省略するけ

れども、同じような家計

の教育費負担の増大は、

統計局の「家計調査」

でも確認できる。

こうした推移は、平均

的授業料と平均的家計所

得の比較であり、私立大

学医学部のような高学費

の教育機会を選択した場

合や、低所得層の場合

に、この比率が高くなる

ことは明らかである。

2. 学費の家計負担度
の分析

学生の高等教育機会の

選択を大きく左右するの

は、高等教育機会の費

用、すなわち学生生活費である。学費の大部分を

占める学納金は、国立と私立、さらに私立では大

学や専攻によって大きく異なる。また、生活費は

とりわけ居住形態、自宅か自宅外か、寮かアパー

トかで大きく異なる。他方、学生の収入は、家庭

給付、アルバイト、奨学金が主なものである。学

生は高等教育機会の選択によって異なる費用を収

入や生活費をやりくりしながら調達している。他

方、収入によって、高等教育機会の選択は大きな

制約を受ける。たとえば、国立大学しか進学でき

なかったり、自宅通学しか選択できない場合があ

る。このように高等教育機会と学生生活費が密接

に関連していることは、1996年の文部省「学生生

活調査」データから明らかにされている（小林
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図表-1  授業料と家計所得の比率の推移 
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図表-2  所得分位別収入の内訳 
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学生は高等教育機会の選択によって異なる費用

を異なる収入源によって調達しているものの、家

庭給付が最も重要な役割を果たしている。同じく

1996年の文部省「学生生活調査」によると、大学

昼間部で、家庭給付の学生の収入計に占める割合

の平均は、国立で約７割、私立８割弱でかなり高

い。収入計と家庭給付の比率は、高等教育機会の

選択によって大きな差がある、専攻別居住形態別

に、家庭給付の収入計に占める比率でみると、最

も高いのは、私立アパート医歯系の91％、最も低

いのは国立自宅教員養成系の57％であり、きわめ

て大きな相違がある。しかし、最も低くても家庭

給付の割合は６割に近く、家計負担の重さ、とり

わけ低所得層の家計負担の重さを想起させる。以

下では、家計の学費負担度の問題を検討する。

なお、以下の分析では、文部省「学生生活調

査」1996年を用いるけれども、分析対象として、

国立と私立、大学昼間部に限定する。国立と公立

では傾向が同じ場合が多いため、公立の分析結果

を省き、国立と私立の対比を強調した。「学生生

活調査」の抽出率は、国立大学と私立大学で異な

るため、分析はすべて国立私立大学別に行う６）。

また、国立大学授業料について、極端なはずれ値

を持つサンプルを除外して７）、分析を行った。最

終サンプル数は、国立は4,649で、私立は6,596で

ある。

（1）家庭給付と家計所得および家計負担度

図表-２のように、所得階層と収入計および家庭

給付の間には強い正の関連がみられる。逆に、奨

学金は負の関連があり、低所得層ほど多い。これ
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図表-3  家計所得と家庭給付（国立） 

所得分位 

図表-4  家計所得と家庭給付（私立） 
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出所： 文部省「学生生活調査」1996年。 出所： 文部省「学生生活調査」1996年。 
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 図表-5 家庭給付ランク別・所得階層別アパート比率 

出所： 文部省「学生生活調査」1996年。 
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に対して、アルバイトは国立では負の関連である

けれども、私立では正の関連がある。しかし、比

率でみると、アルバイトと所得階層には負の相関

がある。低所得層では、それだけ、家庭負担が重

く、家庭給付は限界に近く、奨学金やアルバイト

に頼らざるを得ないとみられる。

このように、家庭給付と所得階層には明確な関

連がみられる。しかし、家庭給付と家計所得の単

相関係数は、国立私立とも0.2程度で高くない。こ

の一見相反する傾向は、家庭給付の額は、所得階

層との関連がないわけではないけれども、同じ所

得でも個々の家計による差が大きいことを意味し

ている。図表-３と図表-４は、家庭給付ランクと

所得分位別の各グループの割合をプロットしたも

のである。家計所得と家庭給付の関連が強けれ

ば、図の対角線の部分のバブルに集中し、他のバ

ブルは小さくなるはずである。そうした傾向がみ

られないわけではないけれども、対角線以外のバ

ブルも無視できるほど小さくない。これは、家庭

給付と所得分位の相関が強くないこと、言い換え

れば、同じ所得階層でも家庭給付には大きなばら

つきがあることを示している。特に図の左上の家

計は家計所得に対して家庭給付の多い、家計負担

度の重い家計である。こうした家計が、割合とし

ては少ないものの、確実に存在していることが示

されている。こうした家計の割合は、全体として

は少ないといっても、国立私立とも第Ｉ分位の約

１割となっていて無視できるほど少ないとは言え

ない。さらに家庭給付のやや多い層を加えれば、

国立私立とも第Ｉ分位の約２割を占めている８）。

こうした学費負担の重い、無理をしているとみ

られる左上の家計は、学生の居住形態では図表-５

のように、アパートが多く、国立で95%、私立で

84％となっている。また、これをみると、アパー

トの比率は、所得分位ではそれほど変わらず、家

庭給付ランクによって大きく変わることがわかる。

また、国立私立とも、家計負担が家計所得の割

に重いグループは、医歯系が多く、第Ⅰ分位の最

高給付グループでは、国立で10.5%、私立で5.7%

とかなり多くなっている。このように、居住形態

や専攻別にみると、「無理をしている」家計の姿

はより明確にみられる。

（2）家計負担度と高等教育の機会の選択

以下では、この家庭給付と家計所得の関連を主

として教育費の家計負担度で分析する。家計負担

度は、家庭給付／家計所得で定義される。図表-６

に先の家計所得と家庭給付、および家計負担度の

関連を示す。この図ではF＝AYという関係を想定

している（Y: 家計所得、F: 家庭給付、A: 家計負

担度）。この図の左上ほど家計所得に対して家庭

給付の割合が高く、高負担になっていると考えら

れる。Aは直線の傾きで、家庭給付額／家計所得

（A＝F／Y）である。これを家計の学生生活費負

担度をあらわす指標として分析する。この家計負

担度は、家庭給付、家計所得、国立私立大学と専

攻（学納金）、居住形態、学生援助、アルバイト

の6つの要因によって影響を受ける複雑な指標で

ある。そのため、ここでは、それぞれの要因につ

いて簡単に比較し、回帰分析によって総合的に、

家計負担度の規定要因を分析する。また、この負

担度は比率であるため、給付や所得の絶対額の相

違はあらわされない。このため、家計所得と家庭

教育費の家計負担は限界か
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図表-6  家計所得と家庭給付の家計負担度 
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 出所： 文部省「学生生活調査」1996年。 

図表-7 家計負担度の分布 



給付によって、５分位を設定し、特に低所得高給

付の家計に焦点をあてて分析を進める。

家計負担度の分布は、右に歪んだ分布になって

おり、図表-７のように、最大値がきわめて大き

い。これは、家計所得以上に貯蓄の取りくずしや

借金をして家計負担をしていることも考えられる

けれども、自営業など所得の補足自体に問題があ

ることも考えられる。いずれにせよ、この極端な

はずれ値と思われる値の影響を除去するために、

以下では平均値ではなく、中位値を用いる。しか

し、結果的には、サンプル数が多いため、傾向は

平均値でも中位値でもそれほど変わらない。

まず国立私立別に家計負担度の中位値でみると

（図表-10参照）、国立0.15、私立0.17で、学費負担

の大きい私立の方が国立より負担度は高い。専攻

別には、国立私立いずれも、最も負担度が高いの

は、医歯系で、特に私立（0.33）で高い。国立医

歯系（0.16）や理工系（0.15）は私立文系（0.15）

より高い。医歯系は、家計所得が高いにもかかわ

らず、家計負担度は高くなっている。これに対し

て、家計負担度が低いのは、国立教員養成系

（0.13）や私立文系などである９）。

所得５分位と家計負担度とは、負担度の定義か

ら当然の結果であるけれども、きわめて強い負の

相関がみられる。とくに、私立の第Ｉ分位の負担

度は0.3を超えておりきわめて高い。このように、

家計負担度は、家計所得によって大きく異なるの

で、第Ｉ分位と第Ｖ分位では大きな差がある。こ

の分布をみると、図表-８のように、国立私立とも

所得分位が下がるにつれて、分布のばらつきが大
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 出所： 文部省「学生生活調査」1996年。 
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きくなっている。とくに私立の第Ｉ分位ではばら

つきはきわめて大きい10）。このことは、低所得層

では、学費負担に関して、きわめて個々の家計に

よる相違が大きいことを意味している。

そこで、さらに、所得階層別居住形態別にみる

と、図表-９のように、第Ｖ分位の私立の寮とアパ

ートでは、家計負担度中位値は0.1を超える程度で

あるけれども、第Ｉ分位の私立の寮とアパートで

は負担度は0.4を超えており、家計負担はきわめて

重くなっている。

また、図表-10のように、所得分位別専攻別で

は、私立の理工系、農系、薬系、医歯系の第Ｉ分

位の負担度が0.4前後ときわめて高い。とりわけ、

私立医歯系では、第Ｖ分位は0.26であるのに対し

て、第Ｉ分位では1.50

（N=11）と１を超えてお

り、家計所得以上の学費

負担をしている。また、

私立医歯薬系アパートも

1.5ときわめて高いけれ

ども、これもサンプル数

は12と少ない（図表は省

略）。ただ、傾向としては、

私立医歯薬系は低所得層

にとって重い家計負担を

強いているということは

間違いなくいえよう11）。

これまでの分析から、

家計とりわけ低所得層の

家計は高学費負担に無理

をしている様子がうかが

えた。アルバイトや奨学

金は家庭給付を減少させ

ることによって、家計負

担を減少させている。図

表-11は家計負担度ラン

ク別収入の内訳である。

国立私立とも家計負担度

が高いほど、家庭給付の

割合は高いけれども、ア

ルバイトや奨学金は負担

度が低い方が高く、アルバイトや奨学金が家庭給

付を減少させていることを示している。

これを構成比率でみると、負担度の低い方がア

ルバイト比率や奨学金比率が高いことはより明確

である（図表は省略）。このように、アルバイト

や奨学金は家計負担を減少させている。しかし、

学生が収入をアルバイトに頼ることは、学習時間

などに影響して適応に問題を生じさせる可能性が

ある。

図表-12は、これを先の家庭給付別所得階層別に

みたものである。アルバイト収入額は表の左上ほ

ど低く、右下ほど高い。特に高所得層で家庭給付

の低いグループでは、60万円以上のアルバイトを

していることがめだつ。これらのグループでは、

教育費の家計負担は限界か
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一概にいうことはできないにしても、多額のアル

バイトをすることで、学習環境を悪化させている

可能性は高いとみられる。「無理する家計」に対

して、いわば「無理する学生」が存在していると

いえよう。また、アルバイトは確かに家庭負担を

減少させるけれども、アルバイトだけで負担度を

低下させたり、収入をまかなうには限界があるこ

とも確かである。

3. 家計負担に対する学費援助の効果

奨学金や学費免除などの学費援助は家計負担を
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減少させる効果を持っていると考えられる。しか

し、学費援助が家計負担を減少しない場合もあり

うる。学生は学費援助があったとしても、家庭給

付を減らさず収入計を増加させる行動をとってい

る場合も考えられる。しかし、図表-13のように、

日本育英会の奨学金受給者は、国立私立とも、負

担度は最も低くなっており、奨学金が学費負担を

軽減していることが如実に示されている。また、

逆に負担度の高いのは、奨学金では「申請したが

不採用」「希望したが申請なし」が多い。いずれ

も学費援助を必要としていながら、何らかの理由

で、不採用や申請しなかった者で、学費負担の軽

減を切実に必要としている者である。このことは、

現在の学費援助が不十分であることを示している

と言えよう。また、特に希望しながら申請しなか

った者については、その理由は明らかにされてい

ないけれども、この点の解明も重要と思われる。

日本育英会以外の奨学金や学費免除についても同

じような傾向がみられる12）（図表は省略）。

ここまでの分析で明らかになったように、家計

所得の割に家庭給付を多く出している「無理をす

る」家計が存在する。この無理する家計は図表-14

のように、奨学金の受給率が低い。国立に関して

は、第Ｉ分位で家庭給付の最も低い層は72％と７

割以上が奨学金を受給しているのに対して、家計

負担の最も重い層では、受給率は18％と２割以下

にすぎない。私立に関しては、それぞれ62％、６

割以上と24％、約４分の１となっている。この受

給していない理由としては、育英基準（学業成

績）などで基準を満たさなかったり、将来の負担

を考えて申請しなかったためと考えられる。これ

らの家計給付の多い家計負担の重い層では，奨学

金がなければ、さらに多くの家庭給付かアルバイ

トを必要とする。日本育英会奨学金は月額自宅で

も国立3万8000円、私立4万7000円であり、年額で

はそれぞれ約46万円と約56万円となる。その他の

育英会奨学金もこれに近いと考えていい。

これに対して、アルバイトについては、このグ

教育費の家計負担は限界か
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図表-15 所得分位別家計負担度の回帰分析 

注： 係数は1000倍してある。***P<0.01、 **P<0.05、 *P<0.1。 
出所： 文部省「学生生活調査」1996年。 
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ループは先にみたように、国立平均で約19万円、

私立で約21万円のアルバイトをしている。奨学金

の有無で、アルバイト額はあまり変わらない。既

にアルバイトをしているこのグループで、奨学金

がない場合、さらに多くのアルバイトをして補充

することは、学生の生活に大きな負担を強いるこ

とになり、ひいては進学そのものが困難になる可

能性がある。

4. 家計負担度の回帰分析

ここまでみてきたように、家計負担度は、様々

な要因によって影響を受ける。このため、これら

の要因の影響を総合的に評価するために、学費負

担度を被説明変数とする重回帰分析を行った13）。

その結果は、図表-15のようになっている。自由度

調整済み決定係数は、あまり高くなく、このモデ

ルの説明変数だけでは、家計負担度は十分に説明

できないことを示している。家計負担度は、「学

生生活調査」で観察されない学齢兄弟姉妹の数

や、家計の教育に対するアスピレーションなどに

よって家庭給付額が大きく規定されているとみら

れ、このため家計負担度にもばらつきがあると考

えられる。家計の特性が負担度に影響を与えてい

ることは、家計支持者が父あるいはホワイトカラ

ーの場合には家計負担度は減少していることに示

されている。注目されるのは、単相関ではそれほ

ど明確ではなかった偏差値との関連について、国

立私立とも負で有意であり、偏差値があがるほど

負担度が減少していることである。私立では学納

金と偏差値に負の相関があることが関連している

とみられる14）。

専攻では、私立では正で有意であるのに対し

て、国立ではまったく有意ではないことが注目さ

れる。国立の医歯薬系は、他の要因をコントロー

ルすれば、家計負担は相対的に重いということは

ないということになる。これはひとつには国立の

医歯薬系に比較的高所得層が多いためとみられ

る。私立の医歯薬系も高所得層が多いけれども、

それ以上に高学費のために、負担度は高くなって

いると考えられる。

居住形態別では、寮とアパートのほとんどが正

で有意で負担度の増加を意味している。アルバイ

トは予想通り家計負担度を減少させている。ま

た、地域別には、国立私立とも京阪神と県民所得

が正で有意となっており、都市部とりわけ大都市

圏で負担度は高くなっている。

学費援助は、国立では負で有意であり学費負担

を軽減しているのに対して、私立では学費免除は

有意であるけれども奨学金は有意ではない。この

ように、国立と私立で学費援助の効果に相違がみ

られる。

このように、家計負担度は、様々な要因によっ

て影響を受けていることが明らかにされたけれど

も、これまでの分析では、高学費構造であるとさ

れてきた国立医歯薬系が、相対的には家計負担度

が低くなっていることが注目される。

国立大学の家計負担度に対して専攻の選択の影

響がみられないことに関して、所得階層によって

影響力が異なることが考えられる。つまり、高所

得層では影響がないものの低所得層では、医歯薬

系の高学費や高生活費は学費負担度に影響を与え

ている可能性がある。この点を確認するために、

さらに、所得分位別に回帰分析を行った。その結

果は、先の表のように、所得第Ｉ分位でも、国立

の専攻は有意ではなく、家計負担度に影響を与え

ていない。しかし、私立の第Ｉ分位では専攻はい

ずれも有意で、家計負担の重さを示しているのに

対して、第Ｖ分位では教員養成系を除いて有意で

あるけれども、係数は第Ｉ分位に比較してかなり

小さい。

また、所得分位別にみると、日本育英会奨学金

は国立私立とも、また低所得層高所得層とも負担

度を減らしている。この効果は第Ｉ分位の方がは

るかに大きい。しかし、その他の奨学金は国立の

高所得層では効果がない。また、学費免除も私立

では低所得層高所得層とも効果がみられない。こ

のように、学費援助の効果は、種類によって、国

立と私立あるいは所得階層によって異なっている。

以上のように、家計負担度でみると、これまで

高等教育の選択や生活への適応に影響を与えてき

た要因のすべてが影響を与えている。特に私立で
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はその傾向が著しい。逆に、高等教育機会の選択

と生活水準はこの家計負担度によって制限を受け

ているとみられる。しかし、国立の専攻の選択

は、家計負担度には有意な影響を与えていないこ

とが注目される。

高等教育機会の選択との関連では、低所得層で

は医歯系で家計負担度が１を超えていたり、アパ

ートの選択でも0.4と家計の収入の多くを学費に回

していることなど、家計負担が重くても、いわば

「無理をして」給付をしている家計が割合は多い

とはいえないながら、確実に存在していることが

示されたといえよう。

また、学生はアルバイトを多くすることによっ

て家計負担を減少させることができることが確認

された。しかし、アルバイトの増加は学習時間な

どに影響を与える可能性が高い。いわば、「無理

をする家計」に対して、「無理をする学生」とい

う学生生活への適応問題の存在が明らかになった

といえよう。

5. 家計負担と
進学可能性シミュレーション

ここまでの分析で明らかになったように、家計

所得の割に家庭給付を多く出している「無理をし

ている」家計が存在する。この無理をしている家

計の存在が、結果として所得階層別進学機会の格

差を縮小することになっているとみられる。

そこで、こうした「無理をしている」とみられ

る家計が進学を選択しないと仮定したら、所得階

層別在学率の格差はどの程度拡大するか、簡単な

シミュレーションを行った。先の図表-３でみたよ

うに、国立に関して、第Ｉ分位で家庭給付の最も

多い層は全体の1.6％、次に家庭給付の多い層は、

2.7％となっている。さらに、第ＩＩ分位で、家庭

給付の最も多い層も2.7％となっている。これらの

３グループが、「無理をせず」進学を断念したと

仮定する。この場合に、国立の所得階層別在学率

は、図表-16のように、24％から21％、第ＩＩ分位

在学率は20％から18％へと減少する。他の分位で

は相対的に在学率は上昇する。この結果として、

所得階層別の在学率格差は拡大する。さらに、第

Ｉ分位の家庭給付の中グループ、第ＩＩ分位の高グ

ループと第ＩＩＩ分位の最高グループと3グループを

加え、6グループが進学を断念したとする。つま

り、図表-３の左下から対角線に６つのグループが

進学できないと仮定して、在学率を再計算した。

この結果、第Ｉ分位の在学率は18％、第ＩＩ分位

の在学率は16％へと低下するのに対して、それ以

外の中高所得層では、それぞれ20％と22％に増加

し、所得階層間格差はさらに拡大する。

私立に関しては、図表-17のように、３グループ

除外の場合には、第Ｉ分位在学率、第ＩＩ分位在

学率は、それぞれ、15％から12％、17％から15％

へと２～３％低下する。６グループ除外の場合に

は、さらに10％と13％と大幅に減少し、中高所得

層の在学率との格差は２倍から３倍まで大幅に拡

大する。
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図表-16 国立大学　家計負担度による在学率のシミュレーション 
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図表-17 私立大学　家計負担度による在学率のシミュレーション 
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このシミュレーションは、家計所得に比して、

家計負担の重い層が進学を断念したと仮定した場

合を示したものであり、当然のことながら仮定の

おき方によって結果は変わる。ただ、重要なこと

は、どのような仮定をおいても、低所得層の高教

育費負担層が進学を断念すれば、当然所得階層別

の在学率格差は拡大することである。逆に言え

ば、こうした層の「無理している」とみられる教

育費負担が、大学進学の所得階層間格差を縮小

し、高等教育機会の所得階層間格差の問題をみえ

にくくしているといえよう。

6. 学費の家計負担と学費援助

本論文では、まず日本における家計の学費負担

の重さと、それが増大する傾向にあることを改め

て確認した。そのうえで、とりわけ、低所得層

で、家計の学費負担の重い、いわば「無理する家

計」とアルバイトの多い「学習・生活への適応に

困難をかかえた学生」が存在し、そうした家計と

学生の存在が、結果として、教育機会の所得階層

間格差の問題を縮小したことを、シミュレーショ

ンによって示した。皮肉な見方をすれば、こうし

た無理する家計と学生が、教育機会の所得階層間

格差の問題が深刻化するのを隠蔽したといえるか

もしれない。

こうした家計や学生の学費負担に対して、学費

援助はそれを軽減する効果を持っている。特に、

低所得層に対する効果は大きい。逆に学費援助が

なければ、ますます多くの学生が進学できなかっ

たり、適応上問題をかかえる可能性が高い。この

ことは、学費援助の有効性を示している。しか

し、申請しない者や不採用者が約２割と少なから

ず存在することは、学費援助の限界も示してい

る。申請しない者に対しては、より広報活動など

による周知が必要であろう。しかし、不採用者に

ついては、援助を必要とする者に学費援助が行き

渡っていないことを示している。また、受給率だ

けでなく、金額的にも今日の奨学金や学費免除だ

けでは、学生生活に適応していくのは困難なこと

も明らかにされたとおりである。

しかし、現在の主として公的負担による学費援

助も、今日の財政状況の中では、大幅な増加は期

待できず、むしろ、公的補助のあり方として、大

きな見直しを迫られている。公的負担をあまり増

やさずに、私的負担を減らす方法としては、奨学

金、とりわけ貸与奨学金（ローン）は有効であ

る。奨学金によって、高等教育機会の所得階層差

を拡大させず、無理する家計や学生の負担を減少

させることが可能になる。これは、教育機関に対

する公的補助よりも目標とする学生や家計が明確

に設定できる点でも、教育機会の均等に寄与する

と考えられる。国公立大学だけでなく、私立大学

に対する公的補助を含めて、公的補助の方法を再

検討する時期にきていると考えられる。

奨学金とりわけ貸与奨学金が万能薬（panacea）

であると主張する気はない。未返還の発生や、受

給基準の設定、受給手続きのわずらわしさなど、

ローン方式にも多くの難点がある。既存の方式の

洗い直しも必要である。こうした点を含め、教育

費の公的負担と私的負担、機関補助と個人補助の

問題に関して、財政制度審議会や中央教育審議会

などで包括的な議論がなされたり、それにもとづ

く政策が策定されたことは戦後ほとんどなかった

といっていい。今、教育費の負担について、包括

的に検討することが、強く求められているといえ

よう。

なお、本論文ではふれられなかったけれども、

高等教育機会の選択と家計と学生の学費負担の軽

減に、学寮の果たす役割はきわめて大きい。学寮

に居住し、奨学金と学費免除を得て、初めて進学

が可能になった学生も少ないとはいえ、確実に存

在している。これを含め本論文でふれられなかっ

た高等教育機会の問題については、著者の別の論

文を参照していただければ幸いである。

注
1）なお、ここでは、1996年の分析が中心であるので、省

庁名は2001年の省庁統合以前の名称を用いる。また、
日本育英会についても、2004年度から日本学生支援機
構と改められたけれども、旧名称を用いることにする。

2）さらに、教育機関や民間団体などが教育費を負担する
場合もある。

3）学納金は、さらに授業料とその他の学納金に分かれる。
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その他の学納金には、入学金や私立大学などの施設整
備費・実験実習費などが含まれる。

4）この学費と学生生活費の定義は、ここで主として用い
る文部省「学生生活調査」でとられているものである。

5）Johnstone（1994）が包括的な学費の定義をしている。
また、Johnstone（2001）では、これに加え、生活費
を含めた広義の学費から給付奨学金を引いたものも加
えている。

6）本論文では、政策的インプリケーションを得ることを
目的としており、政策的に変更できない性別は直接の
分析対象にしていないため、性別の分析は行わないけ
れども、居住形態などで明らかに性別による差がみら
れる。しかし、居住形態などをコントロールすると、
これらの差の多くも解消する。

7）国立について、授業料50万円以上の30ケースを除外し
た。私立に関しては、極めて高額のものもみられたけ
れども、除外しなかった。中位値を用いることではず
れ値を含むケースを除外しないことも考えられるけれ
ども、以下の分析では、とりわけ回帰分析ではずれ値
を含むことには支障があるため、はずれ値を含むケー
スを除外した。

8）逆に、図の右下には高所得層で家庭給付のきわめて少
ない層が存在する。これらのグループは、自宅が多く
医歯系が少ない、アルバイト収入が多いなどの特徴が
あるけれども、この層は奨学金受給者が多いわけでは
ない。さらに、ひとつの理由として、学生の自立を促
すために家庭給付を減らしていることが考えられる。

9）居住形態別では、国立私立とも、それぞれの居住形態
の費用から当然予想されるように、アパートが最も高
く、次いで寮、自宅の順になっている。

10）ただし、負担度の定義そのものから、低所得層の方が
ばらつきは大きくなることもありえる。

11）第Ｉ分位の専攻別居住形態別でも私立医歯薬系寮は2.2
ときわめて高いけれどもサンプル数は２であり、一般
化することはできない。

12）日本育英会奨学金は、国立と私立、自宅と自宅外で
は、受給額も異なっている。また、日本育英会以外の
約3,000の奨学金を、ここでは、あたかもひとつの奨学
金のように扱って、検証していることに注意したい。

13）定義に含まれる家計所得と家庭給付額を説明変数に加
えると、結果がおかしくなるので除外した。

14）もう一つの理由としては、国立私立とも偏差値と家計
所得に正の相関があるため、家計負担度と負の相関が
あることが考えられる。
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